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※これらは提供されたプログラムの実行実験において確認されたものです。



１：検察審査員選考において意図的な選考を行える可能性のある問題点①

＜手順＞

① テキストエディタやエクセルにて恣意的な候補者名簿を作成。

② 候補者名簿の調製にて、その名簿を登録。

＜説明＞

候補者名簿の調製は、予定者名簿から最高裁へ名簿ファイルを送り、帰ってきたデータを

再度、システムに投入する。

問題点は予定者名簿の登録がなくても直接候補者名簿を登録可能である点である。

候補者名簿のデータチェックは行わない為、意図的な選考をした名簿を投入することが可

能である。

名簿の人数もチェックしていない。

選ばれる人数と同数でも問題なくシステムは動作する。

予定者名簿の登録がなくても直接候補者

名簿を登録可能。



２：検察審査員選考において意図的な選考を行える可能性のある問題点②

＜手順＞

① 候補者情報の入力にて、恣意的に選ばれた以外の候補者へ何らかの欠格事項へ

チェックを入れる。

② 辞退事由承認等にて、承認を選択する。

③ 更新ボタンを押して登録する。

＜説明＞

候補者の資格審査にて候補者情報を入力できる。

同じインターフェイスにて、欠格理由の入力と承認が行える。

当選させたい人以外に何らかのチェックを入れる事で、意図的に当選者を決めることがで

きる。

承認に対して、何の確認もなく設定可能



３：検察審査員選考において意図的な選考を行える可能性のある問題点③

＜手順＞

① 前項１，２にあったようなデータへの細工を行う。

② 立会人に対して立会人リストを極力見せないようにする。

③ 立会の元、選定画面を表示する。

④ 選定を行う。

⑤ 選定後の選定録に立会人より判をもらう。

＜説明＞

１、２で上げた問題にて不正を防ぐために本システムでは立会人リストを印刷し立会人に、

人数とチェック項目を確認できる。

本システムの帳票で欠格理由が印刷されるのは、この部分のみである。

選定画面ではすでに欠格者が表示されてないので、確認はできない。

立会人は判事であるが、捺印をするのは選定が終わった後の選定録であり、本帳票は保存

されていない為、必ずしもチェックをしたとは言えない。

この帳票を捺印、保管していない。



４：検察審査員選考システムでの疑問点①

上記のように、各個人では候補者 ID が振られている。同一の候補者 ID を持つ名簿を登録

しようとするとデータベースエラーとなる。

同じ候補者は登録できないこととなる。

しかし、欠格理由に選定済みが存在し、システム上どこからもチェックを入れる事が出来

なかった。

本来、国民背番号制ではない為、本人確認は本籍・氏名・生年月日でのマッチングを行う

べきであるが、本システムでは本籍・氏名・生年月日が同じ人間がいても、何回でも当選

することが可能である。



５：検察審査員選考システムでの疑問点②

本システム上では年齢を表示する部分は存在しない。

公表された平均年齢は何から計算したものかが不明である。

一度名簿をエクセル等に転記して年齢を計算する必要がある。

６：検察審査員選考システムでの疑問点③

名簿データなどは ZIP ファイルにてやり取りされる。

この ZIP ファイルとは、元ファイルを圧縮する規格であり、その中には暗号化をしパスワ

ードを入力しないと中身を見ることができない物がある。

本システムでは、暗号化された ZIP ファイルを用いると仕様書にも記載されている。

しかしながら暗号化されていない ZIP ファイルであっても取り込み可能であった。

またデモデータおよびマスターデータも暗号化 ZIP ではなかった。

これは、大変なセキュリティーホールである。

現在、調査チームでは暗号化済みのデータを入手できていない為、本来の暗号化された ZIP

ファイルが正しく読めるのかどうかのテストができていない。

また、ファイル名にも規則がないように見受けられる。

以上


